
２０２５（令和７）年度第１回一宮市景観審議会議事録   

次の議題を審議するため、一宮市景観審議会が下記のとおり開催された。

記

１ 日  時  ２０２６年１月２２日（木）午前１０時

２ 場  所  オリナス一宮３階会議室 

３ 公開・非公開の別  公開 

４ 傍聴人の人数  ０人

５ 出 席 者

  ［ 出席委員 ］ １２名

鶴田 佳子、益尾 孝祐、池上 肇、石田 正月、大山 勝巳、酒井 ゆり菜、冨田 隆裕、

判治 忠明、島津 秀典、臼井 弓賀、山尾 耕平、湯浅 健司

※欠席委員１名（大津 乃里予）

［事務局］

    まちづくり部参事 稲本 直喜、同景観専門監 竹内 誠、同部次長 田内 誠一、 

公園緑地課長 長﨑 友智、同緑化・景観Ｇ専任課長 野々村 貴志、同Ｇ課長補佐 寺沢 和晃、

同Ｇ主査 坂口 達郎、同Ｇ主任 林 勇吾、同Ｇ主任 春日井 克彦 

同管理Ｇ課長補佐 林 正章、同Ｇ主査 木村 宗智 

教育部総務課シン学校プロジェクトＧ課長補佐 中山 直也、同Ｇ再任用 川瀬 裕司 

６ 会議資料  別添のとおり

        議題第１号 ツインアーチ１３８塗装塗替えの色彩について（諮問）

        議題第２号 一宮市景観計画の届出状況について（報告）

        議題第３号 学校校舎の色彩・配色ガイドライン（案）について（報告）

７ 審議経過  会議顛末のとおり



【会議顛末】

開 会      午前１０時

            （開会）

事務局         皆さま、おはようございます。

定刻になりましたので、ただいまより、２０２５年度第１回一宮市景観審議会を

開催させていただきます。

本日は、ご多忙のところ、また大変お寒い中、当審議会にご出席いただきまし

て、誠にありがとうございます。

一宮市景観条例第３１条第２項において、当審議会の委員の任期は２年と規定

されており、今回新たな任期後初めての開催でございます。

当条例第３４条第１項において、審議会は会長が招集し、会長が会議の議長と

なると規定されておりますが、現在会長が空席となっておりますので、審議会の

開催案内につきましては、公園緑地課長名でご案内させていただきましたことを、

まずもってお断り申し上げます。なお、次第３の会長の選出までを事務局にて進

行させていただきますので、よろしくお願いいたします。以後、着座にて失礼い

たします。

続きまして、議席についてでございます。ただいまご着席いただいております

のが、お手元にお配りしております名簿順でございます。議席はこの名簿の順と

させていただきたいと存じますのでよろしくお願いいたします。

次に、審議会の内容につきましては、議事録を作成する必要がございます。そ

のため、録音をさせていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。

（委員紹介）

事務局         それでは、次第２、委員紹介でございます。お手元にお配りしております名簿

の順にご紹介させていただきます。

第１号委員の学識経験者の方でございます。岐阜工業高等専門学校教授、鶴田

佳子様。愛知工業大学准教授、益尾孝祐様。

     次に、第２号委員の市民の代表者の方でございます。愛知県広告美術業協同組

合理事長、池上肇様。一宮市町会長連区代表者連絡協議会会長、石田正月様。公

益社団法人愛知県建築士事務所協会一宮支部支部長、大山勝巳様。

             まだ、お越しになっておりませんが、一宮市男女共同参画推進懇話会委員、酒

井ゆり菜様。

一宮市銀座通商店街振興組合代表、冨田隆裕様。一宮商工会議所専務理事、判    

治忠明様。

      次に、第３号委員の市議会議員の方でございます。島津秀典様。



            続きまして、大津乃里予様ですが、本日は公務により欠席となっております。

同じく３号委員の臼井弓賀様。

    次に、第４号委員の関係行政機関の職員でございます。国土交通省中部地方整

備局建政部都市調整官、山尾耕平様。愛知県都市・交通局都市基盤部公園緑地課

課長 湯浅健司様。

             ただいまの出席委員は１１名でございます。一宮市景観条例第３４条第２項の

規定により過半の委員の出席がございますので、会議は成立しております。また、

本日の議事につきましては、一宮市景観審議会運営要領第６条に規定する除斥の

対象となる委員はいらっしゃらないことを報告させていただきます。

（会長選出）

事務局         続きまして、次第３、会長の選出でございます。まず、会長を選出していた

だきますが、その後、会長より、会長不在時に職務を代理していただく職務代

理者と本日の議事録に署名していただく議事録署名者を指名していただきたい

と存じます。

それでは、会長の選出についてですが、当運営要領第２条第１項の規定により、

審議会の会長は、委員の互選により定めることとなっております。委員の皆さま

方から立候補又は推薦される方がございましたら、よろしくお願いいたします。

委 員         はい。

事務局         どうぞ。

委 員         昨年度まで会長を務めていただいておりました、岐阜工業高等専門学校の鶴田

委員を会長に推薦いたします。いかがでしょうか。

各委員         異議なし。

事務局         異議ないようですので、会長は鶴田委員にお願いするということにさせていた

だきます。それでは会長は鶴田委員に決定いたしました。鶴田会長には会長席の

方にご移動をお願いいたしまして、ごあいさつと、以降の議事進行をお願いいた

します。

            （会長あいさつ）

会 長         ただ今、会長職を拝命いたしました岐阜工業高等専門学校の鶴田でございます。

引き続きとなりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

（職務代理者の決定）

会 長         それでは、議題に入ります前に、まずは職務代理者を決めさせていただきたい



と存じます。

一宮市景観審議会運営要領第２条第３項の規定により会長がその職務を代理す

る者を指名することとなっておりますので、指名させていただきます。愛知工業

大学の益尾委員にお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

委 員         承知いたしました。

会 長         はい、よろしくお願いいたします。

（議事録署名者の決定）

会 長          引き続き、本日の議事録署名者の決定をさせていただきたいと存じます。当

運営要領第１１条第１項の規定により議事録署名者を会長が指名することとな

っております。議事録署名者は議席順にお願いしたいと思いますので、益尾委

員と池上委員にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。

委 員         はい、よろしくお願いいたします。

（議題）

会 長         それでは、早速、議題の方に進めさせていただきたいと思います。本日、審議

案件が１件、報告案件が２件となっております。最初に審議案件でございます。

議題第１号ツインアーチ１３８塗装塗替えの色彩について、事務局からご説明を

よろしくお願いいたします。

事務局         はい、会長。

会 長         はい、お願いします。

 事務局         本議題は、市のランドマークであるツインアーチ１３８の塗装塗替えに伴うも

のでございます。一宮市景観計画ではランドマークとなる建築物等については、

必要に応じて景観審議会において審議されることとなっております。具体的な説

明につきましては、担当より説明させていただきます。

事務局         本日、委員の皆さま方にお取り計らいいただく内容についてでございますが、     

一宮市のランドマークであるツインアーチ１３８の外壁塗装塗替工事を実施する

にあたり、「塗装色の色彩について」を議題として委員の皆さまにお諮りいたし

ますので、ご審議の方よろしくお願いいたします。

先ほど公園緑地課長から説明申し上げたとおり、本行為の対象建築物は、一宮

市を代表するランドマークであるツインアーチ１３８であります。現在は、正面

のスライドにお示ししておりますフロー図の赤枠で囲った位置となります。



続きまして、ツインアーチ１３８の概要をご説明いたします。対象建築物は、

国営木曽三川公園三派川地区センター１３８タワーパークに存する、ツインアー

チ１３８でございます。１３８タワーパーク及びツインアーチ１３８は、平成７

年４月２９日に開園・開館し、昨年の４月２９日に３０周年を迎え、今や一宮市

を代表するランドマークとして広く認知されており、市民の皆さまのみならず、

東海地区有数の公園として、多くの皆さまにご利用いただいている状況でござい

ます。

続きまして、正面のスライドをご覧ください。今年度行いました代表的なイベ

ントをご紹介させていただきます。１つ目は、昨年１０月４日土曜日に３０周年

記念セレモニーとして、地元の小学生を６名お迎えしまして、一日子ども所長と

して、タワーの所長業務を担当していただきました。この式典では、くす玉割な

どのお披露目会を行いまして、盛大にお祝いしたところでございます。

次のページの写真ですが、今年の１月１日元旦に「ツインアーチで迎える初日

の出」と銘を打ちまして、市内外に公募したところ約６００名の方からお手を挙

げていただきまして、その中から抽選で選ばれました５３名を対象にイベントを

開催いたしました。ご来館いただきました皆さまからは、天候にも恵まれたこと

から、大変好評のお声を頂戴いたしました。

ページをめくりまして、工事の概要についてでございます。先に申し上げたと

おり、このツインアーチ１３８は竣工から３０年が経過していることから写真に

ありますとおり、錆が多数発生しているため、この錆止め工事を新たに発注した

ところです。今回の工事は２度目の工事となり、１度目は、平成１９・２０年に

実施して以来、約１８年振りの工事でございます。

ページめくりまして、景観計画上の位置づけについてご説明いたします。一宮

市景観計画では、地域性を鑑みて、市内を２つの軸、５つのゾーンに区分されて

おりまして、本施設は河川景観軸に該当いたします。ここで河川景観軸について

ご説明いたします。一宮市は、愛知県北西部に位置し、本市を囲うように岐阜県

との県境に一級河川木曽川が約１８キロメートルに渡って接しております。この

木曽川沿いには、ツインアーチ１３８をはじめ、木曽川緑地公園や冨田山公園な

ど、比較的規模の大きな公園が存在しており、市内で最も自然景観を有しており

ます。

ページめくりまして、ここで河川景観軸の方針をご説明いたします。方針では、

「木曽川や国営木曽三川公園などの景観の保全や、木曽川堤防からの眺望景観の

保全に努める。」ことと定められております。また、色彩の景観形成基準としま

しては、ご覧の表のうち、赤枠で囲った「その他の地域」に該当し、基準値内で

塗替える色彩を検討してまいりました。

続きまして、今回、塗替え工事を行う色彩（案）につきましては、一宮市景観

専門監にアドバイスを頂戴しながら検討を進め、ご覧の表にあります、白色を基

調とした３色を候補色として選定いたしました。各色の特徴についてご説明申し



上げます。

まず、①Ｎ８．５についてでございますが、これは現在のツインアーチ１３８

の塗装色でございます。白色の中にグレーが混じる色で、遠方から眺めても周辺

施設と調和がとれている色彩であると感じております。

続きまして、②５ＰＢ８．５／０．５についてご説明申し上げます。こちらの

色は、白色の中に青色や紫色が混じる色合いで、見た目としては、白色の中にほ

んのり青みがかった色となり、雄大な木曽川との調和がとれる色でございます。

最後になりますが、③１０ＹＲ９／０．５についてでございますが、こちらは、

前２色とは異なり、白色の中でも黄色みがかった色合いで、見た目としましては

クリーム色に近い色でございます。こちらの特徴としましては、時間が経ちまし

ても色あせしにくいことが挙げられております。

この３案から課内協議や市長と面談した結果、①Ｎ８．５が相応しいと第１候

補といたしました。理由についてですが、大きく分けまして２つございます。１

つ目としましては、ツインアーチ１３８建設当時にさかのぼります。建設秘話と

しまして、当時の書籍などを調べたところ、当時の一宮市長であり、後の神田愛

知県知事が、ツインアーチ１３８を設計した会社に「塗装色は何色が良いですか」

と質問をしたところ、記念写真が撮れる色ですとか、遠方からも視認できる色が

良いですよ、との提案をいただいたという書籍が残っておりました。２つ目とし

ましては、市民に愛されているランドマークということで設計当初の経緯を鑑み、

３０年間広く市民に周知されている色合いであることから、この色合いがよりベ

ストではないのかと担当一同感じております。

以上のことから、塗替え工事の色彩としましては、①Ｎ８．５を用いて良いか、

委員の皆さまにお諮りするものでございます。ご審議の方、よろしくお願いしま

す。

会 長         はい、ありがとうございました。

ただいま事務局からご説明ございました議題第１号につきまして、ご質問ご意

見いかがでしょうか。

委 員         会長。

会 長         はい、よろしくお願いします。

委 員         今ご説明をいただきまして、詳しくわかりました。ありがとうございます。

１つ質問なのですが、この塗替えにあたって、フッ素樹脂を選ばれた理由をお

聞かせいただきたいと思います。

会 長         事務局、ご回答よろしくお願いいたします。



事務局         はい。ご説明いたします。公共建築物の基準書及び手引き書の塗装のページを

確認したところ、こちらの建物の形成版につきましては、フッ素系樹脂が一番望

ましい。また、長大な建物ですので、何度も何度も塗り替えることができないの

で、耐候性に強い塗装をするというのがフッ素系樹脂でございます。

委 員         はい。お願いします。

会 長         どうぞ。

委 員         ありがとうございました。

適した材料であるということなのですが、規格の中で、最長でどのぐらい耐候

性があるか教えてください。

会 長         事務局、ご回答よろしくお願いします。

事務局         ご説明申し上げます。先ほど申し上げましたところの書籍によりますと、長い

もので、１０年から１５年というのが耐候年数として示されております。

委 員        はい。ありがとうございました。この塗装にあたって、下地には防錆剤という

錆止めの処理がなされていると思うのですが、そちらも同時に行うのですか。

会 長         事務局ご回答お願いいたします。

事務局         まず、現在の塗装面のケレンを行いまして、スライドのように錆が進行してい

るので、錆止めですとか、素地を調整した後に、下塗り・中塗り・上塗りと塗装

していくものでございます。

委 員         はい、ありがとうございました。以上です。

会 長         はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。それでは、ご質問等

ないようですので、採決に入らせていただきたいと存じます。議題第1号、ツイ

ンアーチ１３８塗装塗替え色彩について、原案の通り「可」と答申することに賛

成の方は挙手をお願いいたします。

会 長         はい、ありがとうございます。全員賛成ということでございますので、原案を

可とする旨答申することを決定いたします。ありがとうございました。

続きまして、議題第２号一宮市景観計画の届出状況について、事務局から説明

をよろしくお願いいたします。



事務局         はい、会長

会 長         はい、お願いします。

事務局         本議題は、昨年度と同様に、景観計画の現在までの届出状況を、その事例を交

えて担当から説明させていただきます。

事務局         それでは説明させていただきます。議題第２号、一宮市景観計画の届出状況に

ついてでございます。お手元の資料、または、スクリーンをご覧ください。

１ページをご覧ください。一宮市景観計画について、ご説明いたします。一宮

市全域が景観計画区域に指定されており、２つの景観軸と５つの景観ゾーンに分

かれております。

２ページをご覧ください。各景観軸・ゾーンごとの届出対象となる条件の表と

なります。建築物及び工作物の新築、増築や外観の変更を伴う修繕、また開発行

為に対して高さや面積がこちらの表の基準に当てはまる場合、届出が必要となり

ます。例えば、歴史街道景観軸のエリアで建築物を新築する場合、高さ１０ｍを

超えるものか建築面積３００㎡を超えるものが届出対象行為となります。

３ページをご覧ください。届出が必要となる建築物等について、具体的に守っ

ていただく景観形成基準の内容がこちらの表です。黒丸の箇所がそれぞれ該当す

る基準になっております。こちらの表は建築物の配置についての基準です。圧迫

感のない配置とすることなどを定めております。

４ページをご覧ください。こちらの表は、建築物の形態・意匠の基準でそれぞ

れのゾーンに合ったデザインとし、周辺との調和に配慮するよう定めております。

５ページをご覧ください。こちらの表は、色彩についての基準です。原則、色

彩基準内としますが、アクセントカラーとして１００分の１０以下、つまり１

０％までは基準外の色を使用することができます。

６ページをご覧ください。こちらは、区分毎の色彩の数値基準です。色彩は、

色相、明度、彩度を数値で表わしたマンセル値で表記します。歴史街道景観軸に

ついては、宿場の名残のある歴史的木造建築物の明度が低いことを考慮して、明

度の下限値を設けておりません。一方、その他の市全域については、まちなみが

暗くならないよう明度を４以上と設定しております。

７ページをご覧ください。こちらの表は、建築物の付属設備、外構・緑化、維

持・管理についての基準です。空調室外機等、建築設備が道路等から見えない位

置に配置することや敷地内を緑化することなどを定めています。

８ページをご覧ください。こちらの表は、工作物と開発行為についての基準で

す。工作物は、周辺の景観に配慮し、周囲から目立たない形態、意匠とすること

など、開発行為は、開発に伴う法面や擁壁は長大となることを避け、周辺に圧迫



感を与えない配慮をすることなどを定めております。

９ページをご覧ください。今年度、２０２５年４月１日から１２月末日時点ま

での届出及び通知件数を報告させていただきます。届出は、景観法第１６条第１

項の規定による民間からのものです。届出件数としましては、建築物で３７件、

工作物では２件、開発行為では７件。内訳、用途につきましては、記載のとおり

でございます。より良い景観の形成を推進するため、一定規模以上の建築行為等

において２０２４年４月から一宮市景観専門監による景観デザイン会議を実施し

ております。景観法に基づく建築物の対象行為のうち、建築物の高さ１０ｍ超又

は建築面積３，０００㎡超の大型建築物の建築行為が景観デザイン会議の対象と

なります。今年度、景観専門監にアドバイスをいただいた届出の案件数は、建築

物の新築が９件、色彩の変更で２件、修繕・模様替１件の合計１２件となってお

ります。

１０ページをご覧ください。通知は、景観法第１６条第５項の規定による国や

地方公共団体からのものです。通知件数としましては、建築物が９件、工作物及

び開発行為はありません。９件すべて景観専門監にアドバイスをいただいており

ます。

１１ページをご覧ください。こちらは、届出及び通知の箇所を地図にプロット

したものと、ゾーン別の件数表です。田園景観ゾーンが２２件で最も多く、次い

で住宅景観ゾーンが１６件となっています。

１２ページをご覧ください。こちらは、ゾーンごとの建築物及び工作物の用途

別件数の表です。１１ページの表と違い開発行為を含めていないため合計は４８

件となっております。

１３ページをご覧ください。こちらは２０２５年度に完了届が提出された事例

を５つ紹介いたします。５つともに景観デザイン会議を実施しております。初め

に、建築物（研究所）の新築の事例です。区分、田園景観ゾーン、建築面積、１，

６４７．２３㎡、建築物の高さ、１５．３８ｍです。高さが１０ｍを超えかつ建

築面積５００㎡を超えるため届出対象行為となった案件です。

１４ページをご覧ください。色彩について、外壁は、色彩基準内の色で着色し

ております。庇などは、色彩基準外の色ですが、面積割合は６．８％で、面積ア

クセントカラー１０％以下の基準に適合しております。建築物の外観は、周囲と

調和した落ち着いたデザインとなっております。スクリーンをご覧ください。立

面図を表示いたします。景観デザイン会議でアドバイスを受け、修正したものと

なります。外壁と同色のシャッターはアクセントカラーを使いトーンを変えて、

メリハリをつけると良いという内容でした。左上がアドバイス前、右下がアドバ

イス後の立面図となっております。アドバイス内容を反映させた結果、コーポ―

レートカラーでアクセントカラーとなります７．８ＰＢ２．５／６．８に変更を

いたしました。

１５ページをご覧ください。こちらはアドバイス内容を反映させた完成後の写



真となります。左上が全景写真、右下がシャッター部分を拡大した写真となって

おります。

１６ページをご覧ください。建築設備や屋外階段等は、道路から見えないよう

にフェンスやルーバー等で目隠しされており、景観に配慮したものとなっていま

す。

１７ページをご覧ください。敷地内緑化について敷地全体を高木、中木、低木

で緑化しております。また、道路沿いにも緑化することで、空間を確保し、圧迫

感のない建物配置となっております。

スクリーンをご覧下さい。研究所全体の配置図です。配置図からも分かるよう

に、敷地外周全体に植栽を設けて十分な空間を確保しております。圧迫感のない

建物配置となっております。配置図の赤矢印につきましては写真の撮影方向とな

っております。こちらはルーバーと外壁による目隠しを行っております。次がフ

ェンスによる目隠しの写真となっております。次が圧迫感のない配置の写真とな

っております。こちらは道路沿いの緑化の写真となります。

１８ページをご覧ください。次に、建築物の外壁の塗替えの案件となります。

区分、住宅景観ゾーン、建築面積、１，４２２．６３㎡、建築物の高さ、２２．

７５ｍです。高さが１３ｍを超え、建築面積が１，０００㎡超えのため届出対象

となった案件です。色彩については、外壁は、色彩基準内の色で着色しておりま

す。建築物の外観は、周囲と調和した落ち着いた色彩となっております。

スクリーンをご覧ください。立面図を表示いたします。景観デザイン会議での

アドバイス内容ですが、外壁を既設の同色と５ＹＲ６／３だと赤みが強く古い建

物の印象が拭えないため、少しトーンを落とし、明るい印象を持たせるよう５Ｙ

Ｒ７／２にしてはどうかという内容でした。左上がアドバイス前の立面図、右下

がアドバイス後の立面図になります。アドバイス内容を基に施工されました。手

摺、外壁など色彩基準内の色で着色しております。建築物の外観は、周囲と調和

した落ち着いた色彩となっております。こちらは着工前、完成の写真となります。

２０ページをご覧ください。次に、建築物の外壁の塗替えの案件となります。

区分、商業景観ゾーン、建築面積、３，５７８．２９㎡、建築物の高さ、４０．

６０ｍです。高さが１３ｍを超え、建築面積が１，０００㎡超えのため届出対象

となった案件です。色彩については、外壁は、色彩基準内の色で着色しておりま

す。建築物の外観は、周囲と調和した落ち着いた色彩となっております。

スクリーンをご覧ください。立面図を表示いたします。景観デザイン会議での

アドバイス内容ですが、塗装色全体をもう少し明度を落とすと良い。東西面の白

い塗装は面積も広く、かなりチープな白色なので、ややグレーに明度を落とした

ほうが良いという内容でした。左上がアドバイス前の立面図、右下がアドバイス

後の立面図となります。アドバイス内容を反映させた結果、外壁の色がチープな

印象にならないよう、無彩色系を無くし色調を整えております。その結果、外壁

の色が２．５Ｙ８．５／０．５から０．４Ｂ４．５／０．２に変更いたしました。



色彩については、色彩基準内の色で着色をしております。

２１ページをご覧ください。こちらの写真は尾張一宮駅の東側から撮影したも

のとなります。右側ｉ-ビルと色彩の類似性を持たせるために塗装色全体の明度

を落としています。そのため建築物の外観は、周囲と調和した落ち着いた色彩と

なっております。

２２ページをご覧ください。こちらは着工前、完成の写真となります。

２３ページをご覧ください。次に、建築物の新築の案件となります。区分、住

宅景観ゾーン、建築面積、１，３１３.６０㎡、建築物の高さ、１９．６５ｍで

す。高さが１３ｍを超え、建築面積が１，０００㎡超えのため届出対象となった

案件です。色彩については、外壁は、色彩基準内の色で着色しています。景観デ

ザイン会議でのアドバイス内容ですが、サッシの色彩についてシルバーだと外壁

のグレーに対してぼやけてしまうため、色彩基準外の黒で締まるようにしたほう

が良く、それに合わせて目隠しフェンスも黒にしたほうが良いというアドバイス

を受け、色彩基準外の色を選択しております。色彩基準外の色ですが、面積割合

は３．１％で、アクセントカラー１０％以下の基準に適合しております。

２４ページをご覧ください。地上の建築設備は、住宅の裏に設置され道路から

見えません。屋上にも建築設備がありますが、道路から見えないように屋上に設

置しかつ、目隠しフェンスも設置しております。また、敷地内緑化については、

道路沿いや敷地内に高木、低木で緑化しております。

スクリーンをご覧ください。保健所全体の配置図になります。配置図からも分

かるように、道路沿いや敷地内に緑化をしており、景観に配慮していることが分

かります。配置図の赤矢印は写真の撮影方向となります。こちらは建築設備を道

路から見えない位置に設置している写真です。こちらは道路沿いの緑化写真です。

こちらは室外機を屋上に設置している写真となります。

２５ページをご覧ください。次に、建築物、共同住宅の新築の案件となります。

区分、住宅景観ゾーン、建築面積：１，９９２.２５㎡、建築物の高さ：４２．

０４ｍです。高さが１３ｍを超え、建築面積が１，０００㎡超えのため届出対象

となった案件です。色彩については、外壁は、色彩基準内の色で着色しています。

スクリーンをご覧ください。立面図を表示いたします。アドバイス内容ですが、

外壁部分に使用されているベージュとグレー（Ｎ４）の組み合わせについて、無

彩色のグレー（Ｎ４）はクール色であり、ベージュ系と相性が良くないため、茶

系などの色見を持たせたほうが良いという内容でした。左がアドバイス前の立面

図、右がアドバイス前と後の色見本になります。アドバイス内容を反映させた結

果、吹付タイルの色がＮ４から５ＹＲ４／１に変更となりました。

２６ページをご覧ください。建築設備等は、道路から見えないようフェンスで

目隠しをされており、景観に配慮したものとなっています。憩いや賑わいが醸し

出される工夫としまして、敷地内に緑化を生かした広場を設置しております。敷

地内緑化については、道路沿いや敷地内に高木、中木、低木で緑化をしておりま



す。

スクリーンをご覧ください。こちらは共同住宅の全体の配置図となります。

配置図からも分かりますよう、憩いや賑わいが醸し出される工夫としまして、敷

地内に緑化を生かした広場を設置しております。配置図の赤矢印は写真の撮影方

向となっております。こちらは緑地を生かした憩いの場の写真となります。次が

道路沿いの緑化の写真です。最後がフェンスによる目隠し写真となります。

スクリーンをご覧ください。これ以降は景観に配慮されていない例となります。

こちらの写真では道路境界から建物までの距離、建物から隣地までの距離に余裕

がなく、圧迫感のある景観となっております。景観上、道路沿道部に植栽するよ

うに指導していますが、植栽を設けるスペースがなく、緑化がされておりません。

また、建築設備は道路から見えないよう配慮しないといけませんが、写真を見る

と建築設備が道路から見えるようになっております。

スクリーンをご覧ください。景観専門監より、メイン道路側にゴミ置場を設置

することは極力避けるとともに、道路とゴミ置場の接地面を少なくしたほうが良

いとアドバイスをいただいております。しかし、ゴミ収集の面よりメイン道路沿

いに設置されるケースが多々みられます。また、次の写真では、沿道部に緑化が

されたものの、現状はまばらになってしまっており、道路に枝葉がはみでてしま

い、適切な維持管理ができていない状態です。このような件につきましては、今

後も景観計画に沿った形で計画をしていただけるように指導してまいります。

次に、前回の景観審議会でのご発言がありましたので、参考に屋外広告物の申

請状況についてご説明させていただきます。

２８ページをご覧ください。屋外広告物の届出状況をお話するにあたり、屋外

広告物についてご説明をさせていただきます。

一宮市では２０２１年４月に一宮市屋外広告物条例を施行いたしました。屋外

広告物とは、常時又は一定の期間継続して表示されるものであること、また屋外

で表示されるものであること、公衆に表示されるものであること、看板、立看板、

貼紙や貼札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示

されたもの並びにこれらに類するものであること、としています。種類としては

表記のとおりです。

２９ページをご覧ください。許可申請が必要となる基準を記載しております。

地域区分は、禁止地域・許可地域と分けております。なお、禁止地域につきまし

ては、一般広告物は表示が出来ませんが、他の分類は許可地域より厳しい基準と

なっているものもありますが、表示することは可能となっております。禁止地域

は、第１種低層住居専用地域や高速道路・市長が指定する道路・鉄道の沿線から

一定の距離までの区域などとなっております。

３０ページをご覧ください。一宮市屋外広告物条例施行以降の申請件数です。

届出の７０％弱が更新の手続きとなっております。新規及び変更については、個

別基準を順守していただき、市として許可をしております。最長３年の許可とな



っており、更新許可申請時には屋外広告物の点検結果を報告して頂いております。

３１ページをご覧ください。こちらが点検項目となります。更新許可申請時に

は該当する点検結果を記載して提出していただいております。点検時に異状が確

認された場合などには、修繕を行っていただきます。さらに、一部を除きますが

高さが４ｍを超える屋外広告物については、建築士など有資格者が点検を行うこ

ととなっております。屋外広告物の落下による事故などを防ぐために、管理者に

は適切な管理をお願いしております。

３２ページをご覧ください。最後に、市内でも見られるようになりました一般

広告物におけるデジタルサイネージについてです。近年、全国的に一般広告物に

おけるデジタルサイネージが問題となっています。一宮市屋外広告物条例に付随

し、一宮市屋外広告物条例に係る基準を設け、電光ニュース・デジタルサイネー

ジ等の電光表示装置その他を利用して、動画の表示等常時内容を変えて表示を行

うことができる広告の取り扱いについて、表示面は交通信号機から５メートル以

上離れていることとしています。また、許可時には、音は出さないこと、周辺の

明るさに応じて、時間や季節により輝度を調節すること等の許可条件を設定し、

屋外広告業者に注意を促しております。現在の一般広告物におけるデジタルサイ

ネージの申請は、２０２１年度以降計３件あり、設置の相談も徐々に増えており

ます。なお、今のところデジタルサイネージに関するトラブル等は発生しており

ません。以上でございます。

        景観デザイン会議にてアドバイスを行っていただいております竹内景観専門監

よりご意見をいただきます。

景観専門監        景観専門監の竹内でございます。専門監について２年半ほどこちらの景観計画

に基づき、様々な形の建物のデザインや色彩についてアドバイスさせていただき

ました。

特にこの１年間で気になりましたのは、１つは大型の倉庫ですとか物流施設が

増えてきているというところでございます。それから、高層マンションも増えて

きているというようなところでございます。これらの件のいろいろな提案を見て

おりますと、基本的には景観計画に沿った色彩基準、こちらに則った形でしっか

りと提案をしてきているというのがあります。一方でかなり単色で終わらせる、

もしくはかなりコントラストを強く持ってくるというような、そういったものが

いろいろ散見されました。大型の物流施設はかなり景観的に圧迫感がございまし

て、それに対してのっぺりと単色で出てくるものに関しては、非常に無機的な、

そして、近くに住宅街などもございますところでは、やはり少し違和感がある存

在ということで、その建物としての魅力というものをもう少し提案してほしいと

いうことをお伝えしております。その中で、うまくアクセントカラーを使う、ア

クセントカラーを１０％以内と規制しておりますけれども、色を使うなというこ

とではなくて、それをうまく使って、個性的で建築物として魅力があるものを作



って欲しい、というようなことをアドバイスをしておりました。

それから鉄部やサッシの部分に関して、そういったものも同じ色でご提案され

ることが多いのですが、そこもですね、やはり素材が違いますので、その素材の

違いを逆に表現して、そこに適切な色をアクセントカラーで持ってきて、うまく

個性を出すということに努めて欲しいということを伝えました。

それから緑化についてでございますけれども、こちらの方は、やはり事業者と

しては緑化をしたくない。つまり、管理するのもお金がかかるし、なかなか緑化

に対して消極的な事業者が多くございます。その中でやはり大事なのは、緑化の

意義、どうして緑化が必要なのかとか、それから緑化することによって憩いの場

であるとか、豊かな環境を作るとかっていうような場としての思いというところ

をですね、しっかりと意識づけて緑化に取り組んでいただきたいというようなこ

とを思っています。この辺は量的な部分でしか規制がないので、実際に樹種です

とか、それから、どういった計画的なメンテナンスをするのかということも含め

てですね、問い合わせして考えていただくようにということを進めております。

あと塗替えにつきましては、やはり既存の塗替えをする場合、既存色と同じよ

うな色にしたいというようなこと、つまり担当者もあまり突拍子のない色を使い

たくないというのは当然だと思うのですが、やはり既存色が今の時代性に合って

いるのか、その場所に合っているのかというようなところを改めて見直していた

だいて、今の状況で会社の中で、どういった色が良いのかということを、また一

緒に考えていくというような体制をとっております。以上、私が見た、いろいろ

な協議の内容でございました。よろしくお願いいたします。

事務局         以上で、議題第２号の説明を終わらせていただきます。

会 長         はい、丁寧なご説明ありがとうございました。それから前回からの引き続きの

方はご存じかもしれませんが、先ほど事務局の方から屋外広告物は前回の審議会

でぜひ報告してほしいとございまして追加していただいております。それから今

お話があった緑化に関しても前回は配置図がなかったので、どこに設置されてい

るかわからないということでしたので、配置図に入れていただいたりして、非常

に資料を作りこんでいただきまして誠にありがとうございました。本当に感謝申

し上げます。

ただいまご説明ございました議第第２号につきまして、何か質問ご意見等ござ

いましたらよろしくお願いいたします。

私の方から２件あるのでよろしいでしょうか。まず事例のところで、事例３の、

通し番号２０ページになると思うんですけれども。非常に魅力的な色彩になって

いるかなと思うのですが、従前と従後を比べると、屋外広告物が右下にというか、

前のはなかったんですが、色がちょっとあると思うんですけど、従前のものは壁

面広告がなかったと思うんですけど、これは一緒に審査というか、デザインされ



たのかというのが１点。というのは、これは一体的に設計されてると私は見てい

るのですけれど、やっぱり建物は、比較した写真がこれですね、これ屋外広告物

がないですよね。これが右下は出てるんですね。もっと言うとガラス面のところ

もちょっと色のついた、あれも広告の一種かなと思うのですが、こうやって建物

ができてもその後に広告物ができると、全然その建物の印象が変わってしまうっ

てことがあるので、そういう意味でも一体に審査されたのかなとちょっと思った

のでご質問させていただきます。それからもう１件、貯水槽などをフェンスによ

る目隠しが行われています。２６ページの事例と、それから１６ページの事例が

あるのですけど、確かに１６ページはすごく隠れてるなっていう印象なんですけ

ど、２６ページは結構見えているという感じなんです。目隠しはどの程度の基準

で見てらっしゃるでしょうか。事例５の共同住宅の貯水槽のところの目隠しの例

とそれから１６ページの事例１の研究所、研究所の方の目隠しは上の方に階段室

の目隠しと合わせて色彩も統一されていて、高さも高いんだけれども、２６ペー

ジは結構見えてしまっているように見えなくはないんだけど、この辺の目隠しっ

ていうのはどのような基準で判断されているのかなとちょっと思ったので、以上

２点について補足説明していただけるとありがたいです。いかがでしょうか。

事務局         はい。会長、よろしいでしょうか、まず１点目ですけれども、駅前の写真です

が、相談を受けたときには、屋外広告物が無い状態で景観デザイン会議に来てい

ただいております。その後、テナントさんが入られた後に、各テナントさんの屋

外広告物として別途、屋外広告物としての相談申請、申請をいただいているとこ

ろとなっています。

もう１点ですね、建築設備の目隠しの高さ的なご指摘でしたが、特に高さの基

準等を数字上設けているわけではございませんので、先ほどあった建築設備のて

っぺんまで、フェンスで目隠しされているものがある一歩で、それがされてない

ものはだめだというわけではないですけれども、極力建築設備が目につかないよ

うに配慮いただくようにということは、今後お願いしていきたいと考えておりま

す。

会 長         はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。じゃあ、もう１点す

みません。これも前回のときにお願いしたんですけれども、前回のときは良い事

例しかなかったので、悪い事例もあるんじゃないですかということで今回出して

いただいたんですけれども、こういったものがあると非常にわかりやすくなった

かなと思います。実際に、悪い事例と良い事例の割合というか、基本的に景観の

場合はお願いですので、罰則とかあるわけではないので、勧告、お願いレベルだ

と思いますので良くない例と良い例の割合大体でいいんですけどわかりますか。

事務局         はい、会長。割合の方は申し訳ありませんが、数字的なものとかは持ってませ



んが、感覚としましては、景観計画が出来ましてから５年が経つ中で、徐々に景

観計画が浸透して景観形成基準に沿った形でやっていただいてるものが増えてき

ているな、と担当として実感しております。

会 長         例えばこういう何か配慮されてないということを減らしていかないといけない

と思うのですが、それについて何か検討されていることなどございますか。

事務局         ご相談いただいたときにはすでに計画が決まってしまっていて、なかなか自由

度がなくっているということは事実でございまして、今後はそういう事業者に対

しまして、自由度があるうちにご相談いただくようにお願いをしているとともに、

市の台帳等でそういったことを記録として残していっております。

景観専門監        会長よろしいですか。

会 長         はい、お願いします。

景観専門監        補足でご説明しますけれども、景観計画のときに提出されて出てきているのに、

アドバイスをしてこうしましょうとお話をして、その時に、それに対して拒否反

応を示す事業者が多くございます。そうする中で、こうした方が良いですよねっ

て、お互いに納得をするような協議の仕方をしていて、そしてそれがやはりクラ

イアントの都合でできないとか、それからコスト面で不可能であるというような

こと、それの理由、なぜこれができなかったのかということも、後でそれを提出

していただきたいというようなことを計画協議の後にお願いしています。そうい

ったことで抑止力といいますか、よりその設計者側としてはこうしたいんだけれ

ども、やはりできなかったり、或いは、それを事業者に対してしっかりとその景

観の意味というものを伝えたいということをお願いしているようにしております。

会 長         はい。ありがとうございます。他に皆さんよろしかったですか。

委 員         はい。

会 長         よろしくお願いいたします。

委 員         今日、初めての参加ですけれども、大変丁寧な審議がされていると思います。

その上でですね、この審議にあたって、景観計画を見させていただくと、今日見

せていただいている配慮されてない例が配慮されている例の写真等で、指導しや

すいカタログ的なものを指導係の方がお持ちになっていると、この例はこういう

ところが良くないとかですね、さっきの緑化でもフェンスが道路際にあったら緑

化してても意味がないなど、鶴田会長がおっしゃったように、タンクが結果的に



上で見えてたら目隠しフェンスの意味がないよねとかですね、こういったことっ

て景観計画の文言の中で読み切れない判断なんですね。それを審査する側や指導

する側が、なかなか逐一丁寧に伝えることは難しいと思いますので、今回お出し

いただいたようなこういう良い事例と悪い事例みたいなものを、各実際に施工さ

れたもの等や町の点検など、先ほどの景観屋外広告物の点検の話なんか非常に丁

寧なチェックリストがございますが、こういったものも、緑化であったりとかで

すね、目隠しのフェンスや設備等の隠蔽っていうのは、意外と景観を乱す大きな

要素になりますので、何らかのカタログというか参考写真的な、そういったもの

が景観ガイドラインみたいなものを作るということまでやるかどうかは、おいて

おいてですね。資料の中でも、チェック写真みたいなところとか、そういったも

のを用意されていると、大変良いのではないかと思いました。

会 長         事務局いかがでしょうか。

事務局         はい、ありがとうございます。先程、言われましたように高さ等基準がないも

のですから、何か指導できるものというのは今後引き続き検討していきたいと思

いますので、参考とさせていただきたいと思います。ありがとうございます。

会 長         はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。よろしかったですか。

はい、それではいろいろ出た意見ですが、参考にしていただいて、また、来年度

もご報告いただけると嬉しく思います。よろしくお願いいたします。

それでは最後になりますが議題第３号ですね、こちらの報告事項でございます

が、学校校舎の色彩・配色ガイドライン（案）について事務局から説明をよろし

くお願いいたします。

事務局         はい、会長

会 長         お願いします。

事務局         一宮市では、新しい時代にふさわしい学校施設のあり方を地域の皆様とともに

考えていくためのシン学校プロジェクトを進めております。今後、継続的に校舎

の改築等を行っていくことから、外壁改修や内部改修工事を円滑に実施するため

にこの度学校校舎の色彩や配色のガイドラインを作成するものでございます。詳

細につきましては担当より説明させていただきます。

事務局         それでは、一宮市学校校舎の色彩・配色ガイドライン（案）についてご説明い

たします。着座にて失礼いたします。

お手元の資料、学校校舎の色彩・配色ガイドライン（案）についてをお願いい

たします。このガイドラインにつきましては、今後内容を整えまして、２０２６



年３月を目途に策定したいと考えております。本日はガイドラインが作成中とい

うこともあり、ガイドラインの概要についてご報告をさせていただきますので、

ご理解いただきますようお願いいたします。

１枚おめくりいただきまして、Ａ３の色彩デザインの作成にあたって（案）の

最初の学校施設の標準色彩デザインの目的をご覧ください。はじめに、本件の発

端となっておりますシン学校プロジェクトについてご説明させていただきます。

本市には市立小中学校が６１校ございますが、２０２３年時点で約９割の校舎が

建築後４０年以上経過しています。さらに６１校のうち２３校は築６０年以上の

校舎を保有している状況です。

こうした中、２０２３年の総合教育会議において、中野市長からシン学校プロ

ジェクトが提案されました。このシン学校プロジェクトは、少子化が進み、児童

生徒数が減少する中で、単に古くなった校舎を建て替えるのではなく、新しい時

代にふさわしい学校の在り方について、市民・地域の皆さまからご意見をいただ

いて一緒に考えていこうというものです。２０２４年４月からシン学校プロジェ

クトの候補校を決定するための提案募集を行い、同年７月には地域の団体や個人

の方からいただきました提案の中から、シン学校プロジェクト第１期の対象校と

して１０校を決定しました。現在ではこのうちの５校において施設整備の基本計

画を作成しているところでございます。将来的にはすべての小中学校の建て替え

や長寿命化改修を実施していくのが、このシン学校プロジェクトでございます。

この一宮市学校校舎の色彩・配色ガイドラインは、シン学校プロジェクトを進

めるにあたり、地域特性に応じた色彩デザインを標準化することにより周辺景観

に配慮した学校施設の色彩計画を行うようにすること。また、改修前の校舎の色

彩にとらわれず、外壁改修及び内部改修工事を円滑に実施できるようにすること

を目的としています。

ここからはスライドでご説明いたします。こちらは学校施設の外観基本デザイ

ンを示すページです。学校施設の色彩計画では、多様な配色案が考えられますが、

一般的な外観を想定した学校施設の塗り分けとして４パターンのデザインを標準

的なモデルとしております。

こちらは地域特性に応じた色彩デザインの考え方を示すものです。このページ

では、マンション等の中高層建築物が多く立地する住宅地を想定した色彩デザイ

ンの考え方を示しています。

こちらのページでは、一戸建等の低層建築物が多く立地する住宅地を想定した

色彩デザインの考え方を示しています。この他にも田園地、物流拠点施設が多く

立地する開発地、店舗が多く立地する地域においての色調やベースカラーの推奨

色、アクセントカラーの例について記載いたします。このガイドラインでは、校

舎の外観の他、施設内部の配色デザインについても記載いたします。

このページでは、内部の基本デザインとして、ベースカラーやアクセントカラ

ーの推奨色を７つの空間イメージで示したものになります。内部デザインについ



ては、学校が児童生徒の居場所であり、学び舎であることを考慮した色彩計画の

考え方を記載いたします。また、近年では学校と公民館などを複合化して、地域

住民が利用できる施設にするなど、求められる学校の役割も変化しています。こ

うした異なる役割の中でも安心して過ごせる色彩の考え方も記載いたします。こ

の他、このガイドラインでは、将来的な維持管理を踏まえ、定期的な点検と適切

な色彩を維持するためのメンテナンスの基本的な方針も記載します。

最後になりますが、この学校校舎の色彩・配色ガイドラインは、景観計画の景

観ゾーン及び色彩基準の範囲内での考え方を示すものであり、今後、対象校の設

計、工事を発注していく際の特記事項として、このガイドラインを活用したいと

考えております。

以上で議題第３号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。

会 長         はい、ありがとうございました。ただいまの第３号議案についての説明で何か

ご質問ご意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。

はい、お願いいたします。

委 員         ご質問なんですけれども、この色彩ガイドラインというところでですね、これ

新築の想定もされていらっしゃるのか、あくまでも改修の色彩ガイドラインなの

かというところが少し気になりまして、というのもですね、現在学校の設計等で

はかなり木質化や、そういった新築のデザインにおいては、様々なデザインが多

分容認されてきている。木造の小学校などもよく木質化された小学校もよくでて

きてますので、そういう意味では標準モデルの学校のデザインを、新築で出しす

ぎるのも、少し気になるなと。とはいえですねこれまで作られてきた学校は、ま

さにこのガイドラインの色彩デザイン等でリノベーションしていく等のガイドラ

インとしては非常にふさわしいなと思って拝聴したんですけれども、この新築の

ところのデザインをどこまでこう規定させてしまうのか、そこを規定してしまう

影響があるのではないかということについてご質問したいと思います。

会 長         事務局よろしくお願いします。

事務局         はい、まずご質問いただきました新築と改修、どの範囲でこのガイドラインが

適用されるかというものなんですけれども、今、シン学校プロジェクトで対象校

として決まっている１０校のうち、５校についてですね、建て替えと改修と両方

該当するものがございます。なので、建て替えと長寿命化改修、両方の校舎がこ

のガイドラインの対象となります。先ほどご説明させていただいた通り、シン学

校プロジェクトの対象校以外の建て替えや改修を行わない定期的なメンテナンス



が必要になる学校についても、こちらのガイドラインの対象としております。

会 長         今の話、新築は対象じゃないということですね。

事務局         新築する校舎というのは、予定がありません。今回は建て替えになります。

委 員         建て替えは部分的な校舎を全く新たに敷地内に建て替えるということですよね。

事務局         はい。

委 員         その際には大分デザインが変わってくることも想定されたプロポーザルやコン

ペなどが行われると思いますが、そういう意味ではほぼほぼ新築される物件もあ

るかと思いますけれども、少しこのガイドラインで建て替えの部分、新たに全く

建て替える学校のデザインが非常にそういう意味では規定されてしまうのではな

いかなというところが少し気になったという質問でした。

会 長         建て替えはあるんですか。

事務局         建て替えはあります。

会 長         それも対象ですか。

事務局         はい。対象としております。こちらは、建て替えのデザインではなくて色のガ

イドラインになりますので、建て替え、建物のデザイン自体についてはこちらの

ガイドラインでは規定は特にしておりません。

会 長         ただ、いまのご指摘は、例えば木材をたくさん使うとかということになると、

色彩にも当然影響が出てくるのでということでお話されてると思うので、今のご

意見は、全く今ある建物を大規模改修するということであればやむを得ないとい

うか、ある種の建物でこういうふうにやっていくことですけれども、これを全部

とっぱらって耐震が満たないとかわかりませんが、取っ払って建て替えする場合

は、ちょっと別じゃないですかっていうご指摘だと思うんですけれどもその点い

かがですか。

事務局         建て替えの場合は別ではないかということですか。

委 員         この参考例で出されている建物のデザインが建て替えで新たに建て替える建物

がこのデザインにかなり誘導してしまうというか、そういう表現になってしま

っているのではないのかなというところが気にはなっております。



事務局         おっしゃる通り確かにイメージ図、既存の学校のデザインを配置してそれに対

する配色、アクセントカラーという分類で書きました。それが、当初これを作る

にあたって、既存の改修それと新築どちらを載せるかというお話も冒頭ございま

したが、実はシン学校プロジェクトで選ばれた１０校、当面、そのうちの５校を、

今後１０年間かけて改修するのですが、その選ばれた対象校につきましては今、

申し上げた通り、既存校舎の長寿命化大規模改修と一部建て替え、または既存の

校舎に隣接で増築するような形の新築でございますので、それは、そういうパタ

ーンが選ばれたものですので、とりあえずこのガイドラインの中では改修をメイ

ンにしたというようなガイドラインになっておりまして、それで今後、今回のご

意見をいただきましたので、これから新たな対象校も選定をしつつ、これからデ

ザイン・設計等の発注という形になってきますので、そういった中で、これは今

現在のガイドラインでございますので、新たなそういった新築のパターン、そう

いったものも今後検討しながら、ガイドラインの改訂を進めていきたいというふ

うな考えでございますのでよろしくお願いします。

委 員         ありがとうございます。

改修を視野に入れたガイドラインということであれば理解できますが、新築の

ガイドラインはなかなか難しいなと思いますので、パターンが相当ありますので、

そういう意味ではこの審議、デザイン会議的な審査の場というのをしっかりとし

た議論がされている場だと思いますので、その場で対応されることで良いのかな

と思いました。ありがとうございます。

会 長         はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。

委 員         すいません。

会 長         お願いします。

委 員         １つだけ個人的な意見になるかもしれませんが、こと学校という施設に関して

はもう少し緩やかにしてもいいんじゃないかという、これ今、現在の学校の校舎

全体を見ると色彩の統一感がないという文章がありまして、これはこの文章から

読み取れることは、色彩が統一されるべきだっていう考えのもと書いてらっしゃ

るわけですよね。それを個人的な意見で申し上げると、学校はその地域地域で、

それぞれ運動が得意な学校にしようとか、算数は絶対負けないような学校にしよ

うとか、緑を多く植えた学校にしようとか、それぞれ校長先生とか生徒さんの特

徴があると思います。地域的な公立学校というのはどういう位置付けかちょっと

わからないですけど、こと学校に関してはもう少し緩やかにした方がよいのでは



ないかという意見です。

会 長         はい、ありがとうございました。事務局の方いかがでしょうか。

事務局         ご意見ありがとうございます。色彩の景観計画の中での色彩の範囲内というこ

とで、その中でいろんな組み合わせなどのデザインの範囲の中で考えていくこと

でございますけども。委員が仰られたように、うちの学校はこういったイメージ

カラーだというのは、地域、学校関係者、生徒それぞれで、お持ちの色は様々あ

ろうかと思います。そういったことをアクセントとして、組み入れたデザインな

ど、そういうことは設計者と、学校側といろいろ協議をしながら、色合いは決め

ていくものだと思いますけれども、あくまで公共施設としての学校ですので、あ

る程度の統一感というのは、学校施設だよという、地域の方から見てわかるよう

な統一性を出したいということで、色を限定するという意味ではございませんの

で、よろしくお願いいたします。

会 長         よろしかったですか。

委 員         大丈夫です。

会 長         他にいかがですか。

少し今のご意見、私もすごく同じようなことを感じるところがあったので、併

せて私からもちょっと質問させていただきたいんですけど、色彩の統一感がない

というのが書いてあるんですけれども、真ん中あたりですね、１―１の、そちら

も読んでいくと、地域によってそれぞれ違いますよねと言っていて。だから統一

するのはできない、地域の特性に応じた、また標準化するとこういうふうになっ

ているんですけれども、この地域特性云々っていうのは、おそらく我々の景観専

門家の立場としては、景観計画の中で書かれているゾーンがありますよね。例え

ばそこではゾーン毎に色彩に関してここではこうですああですと言っているので、

それは守ってもらうという、その部分の中での標準化ということだと思うんです。

もっと上の方を見ると、市民、地域の皆様から意見をいただいて、ともに考えて

いくというふうになってるので、例えばアクセントカラー話しましょうとか、そ

ういうのはその地域の人たちが一緒になってこうしましょうこうしましょうって

詰めていくという、そういう何か標準化はそういう色や色彩を決めていくプロセ

スを示すのではないかなというふうに思いますが、この標準化の部分は、私が今

言ったように、その景観計画のゾーンごとに定められているそれのことを言って

いるということで合ってますか。あとその色を決定していくプロセスですね。今

後、５つの学校について決めていくときに、そうやっていわゆる住民協働という

か地域協働で最終的に色を決めていく、そうすることによって、地域の人にとっ



ては、みんなで決めた色だよねということで、愛着とか誇りが持てる学校になる

と思うんですよね。その辺のあたりをちょっと標準化というものの意味合いとそ

れから今後色を決定していくプロセスについてどのように考えているか教えてい

ただけますか。

事務局         はい。今、会長がおっしゃられた通りの流れと思います。景観ゾーンごとの色

彩の範囲内にそういったところの分類はしないので、色彩の例としまして、いろ

んな例えば内装のパターンとか、どういった色が良いかっていうのはおっしゃる

通り、そういった児童生徒に対する、先生方、実際学校を使われる方々ですね、

そういった方のご意見等、寄せてもらいながら決定していくというプロセスにさ

せていただこうかと考えています。

会 長         ありがとうございます。ですので先ほど例がありましたが、我々としては、例

えば田園景観ゾーンであったら、例えばこんなふうになりますねというような、

その方が我々はわかりやすいと思うのですが。それと今ちょっと内装のお話され

たんですけど、内装の色彩はまたちょっと違っていて、我々景観担当の外側なの

で、ただ内装についてはちょっと別になっちゃうかもしれないんですけど、学校

ごとで例えば、お手洗いとかですね、クラスルームのサインがありますよね、看

板というかサイン、そういうのがある程度統一されていると、例えば他の学校に

行ってあの体育祭、大会で来ましたと言っても、例えばそういうサインが共通し

ていたら、みんな分かりやすいねとかそういった色彩っていろんな内装っていう

んですかね。それいろんな意味合いがあると、例えば扉がこういう扉だったら特

別教室ですよね。そこまでするかどうかわかりませんけれども、でも色彩っても

ともと改修ではいろいろな色彩とかあとこれだと建物変えれるぐらいだと思うん

ですけど、躯体はさわれない。色彩でいろいろプランニングできることはあると

思いますので、我々の話とか意見入れる範囲ではないかもしれないけれども、ち

ょっと思いましたという意見です。はい、何かコメントあればいいですけど。

事務局         はい。貴重な意見ありがとうございます。

学校施設もそういった複合化ですね、今回の例につきましても子育ての支援の

施設とか、公民館とかそういったものの複合化っていうのも計画されております

ので、そういったいろんな方々が利用するときに、色彩によるそういうセーフテ

ィラインといいますか、そういうライン分けとか、誘導とかっていうこともあろ

うかと思いますので、そういったことも見ながら、進めてまいりたいと思います。

会 長         ありがとうございます。他にいかがでしょうか。よろしかったですか。

学校建築は非常に大きな建物なので、やっぱり外観はすごく影響がでると思い

ますので景観計画に沿ってお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。



それでは今日、議案すべて終了いたしましたので、皆さまよろしかったでしょ

うか。

はい、どうもたくさんご意見いただきまして、ありがとうございました。それ

では、すべて終了いたしましたので進行を事務局にお返しいたします。

事務局         鶴田会長ありがとうございました。委員の皆さま方におかれましては、本日は

大変お忙しいところ、長時間にわたりご審議等をいただき、誠にありがとうござ

いました。

さて、２０２１年に策定した一宮市景観計画でございますが、２０２６年度に、

景観施策の効果検証を行うこととしております。来年度、必要に応じて適宜見直

しを行う予定でございますので、その際は委員の皆さまにご審議いただくことに

なると思いますので、よろしくお願いいたします。

それではこれをもちまして、２０２５年度第１回一宮市景観審議会を終わらせ

ていただきます。

本日はありがとうございました。

閉 会        午前１１時３０分


